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The basic one–firm model

L & T (1986)モデル

*Regulator can observe the realised cost of production, but cannot distinguish between low cost due to ‘luck’ and low cost due to ‘effort’
*Regulator would like to reward the latter without transferring costly social resources to a firm which just happens to be lucky

Implication; 

*Effort Is lower In the presence of asymmetric Information except the lowest (lucky)type

*Lucky firms can extract Informational rent from the regulator.

企業が複数あった場合どうなるか？

*Regulator faces two-fold problem; Choosing actual supplier among alternatives and Finding ways of allowing competitive forces to play their role and reduce their cost and rent.

*Various problems considered

1.Symmetric competition; auction-type and market-type

2.Asymmetric competition; the existence of bottle neck facilities

*Market-type situations;参入者ごとに異なった方法で規制を行う。Benefit; Increase In variety and Informational effect（それぞれの参入者への支払いに依存的な関係を作ることで企業の利潤を減らすことができる。潜在的な参入者を増やすことで低コストの供給者を見つける確率が高くなる）

*Auction-type situation;質を担保するためのオークションの設定。

L&T(1987)model ; 効率性パラメーターを答えさせて、それに応じて1企業が落札する。

Implication; もっとも効率的な企業が落札。落札した企業は一企業モデルと同じ努力（非効率的な）を行う。一番重要なのはレントが他企業の存在により減少する。

落札者が複数ある場合；split award auctionこれはレントは減らせるが規模の経済性も失ってしまう(Anton and Yao(1992))

*Asymmetric competition and potential competition 

L&T(1993); Incumbentへの規制が潜在的な参入者に与える影響を分析

De Fraja(1997); 価格低下や限界費用の低下によって潜在的な参入者の参入確率を減らしてしまうことを示した。

Monopoly ownership of Inputs; アクセスチャージの話のため省略

Incentive Issues within the firm

競争導入が被規制企業の内部組織に与える影響を分析

二つのモデル；L&T(1991)の水平的なモデルとDe Fraja and Iossa(1998)の垂直的なモデル

後者の方が企業の内部組織を考える際には適している。

De Fraja and Iossa(1998); 規制者は企業にある規制を課す。その規制を所与としてshareholderはmanagerにshareholderの利益を最大化するような契約を結ぶ。この際コストに関する情報の非対称性が存在する。このモデルでprice capとoutput floorという二つの規制方法を比較。独占の場合は両方とも同じだが、競争が存在するときは異なること（多くの場合output floorの方が優れている）を示した。これは競争かでは企業の収入関数（費用関数）がコストパラメーターβに依存するためである。

Relationship between two parties engaged In a long-term relationship

Hart and Moore(1988); 売り手買い手共に投資を行う（効率性が決定される前に）効率性が決定された後で再交渉できる。Direct external effect(自分の投資が相手の利益に影響する効果)がなくても再交渉によって投資の水準が最適水準以下になることを示した。

Chung(1991)など；Direct external effectがある場合（一方向）を分析。再交渉を制約するような元の契約がかけることを示した。

De Fraja (1999b)；Direct external effectが二方向の場合、非効率的な投資を抑制するほどには事後の交渉力を一方に与えることはできないことを示した

ここでのモデル

two-sided direct external effectがある。事後の交渉力は売り手が持つことを双方は事前に同意する。買い手側(procurement agency)は再交渉時に違う売り手を見つけることができるが売り手は違う買い手を見つけることはできない。

Implication; 不完備な契約による投資の非効率性は潜在的な競争の存在によって減少する。がその非効率性をなくすことはできない。

